
 

 

 

平成２１年６月１６日 

 

外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮への輸出禁止措置等の 

実施について 

 

経済産業省は、今般、「外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」という。）

に基づく北朝鮮に係る対応措置について」（平成２１年６月１６日閣議決定）

に基づき、輸出貿易管理令等の改正により北朝鮮を仕向地とするすべての品目

の輸出を禁止する等の措置を講ずることとしました。 

具体的な内容は以下のとおりです。 

 

１．北朝鮮を仕向地とするすべての貨物について、経済産業大臣の輸出承認 

義務を課すことにより、輸出を禁止する。 

（輸出貿易管理令第２条第１項第１号の２関連等の改正） 

 

２．北朝鮮を仕向地とする第三国からの貨物の移動を伴う貨物の売買に関す

る取引（仲介貿易取引）について、経済産業大臣の許可義務を課すことに

より、仲介貿易取引を禁止する。 

（外国為替令第１８条第３項の経済産業大臣が指定する役務取引等（告示）   

の改正） 

 

３．上記の措置のうち、人道目的等に該当するものについては、措置の例外

として取り扱うものとする。 

 

４．上記の措置は、平成２１年６月１８日から平成２２年４月１３日までの 

間、実施するものとする。 
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